
総　論
欧州は、日本にとり、民主主義、人権、法
の支配などの基本的価値や市場経済などの原
則を共有し、国際社会の平和と繁栄に向けて
共に主導的な役割を果たすパートナーであ
る。欧州は、世界のGDPの25％強を占める
巨大な経済力を擁するとともに、有力メディ
アやシンクタンクの影響力、言語、文化、芸
術などの力を背景に国際世論を大きく喚起す
る力を有している。また、国連安保理常任理
事国5か国のうち2か国（英国、フランス）、
G8メンバーのうち4か国（英国、フランス、
ドイツ、イタリア）と1機関（欧州連合
（EU））が欧州諸国等により占められている。
さらに、その他の欧州各国や北大西洋条約機
構（NATO）などの国際機関もそれぞれが
独自の強みをいかした分野で行動力と存在感
を増している。世界経済、大量破壊兵器の不
拡散、テロとの闘い、エネルギー安全保障、
気候変動等の地球規模の諸課題に効果的に対
処し、新興国の台頭により世界のパワーバラ
ンスが変化している中で日本の政策を実現し
ていくためにも、このような欧州と日本との
関係強化は重要である。

こうした認識の下、2012年10月に玄葉外
務大臣がフランス、英国、ドイツを訪問し、
国際社会の諸課題について幅広く意見交換を
行ったほか、キャメロン英国首相を始めとす
る欧州各国の要人訪日や5月のG8首脳会合、
9月の国連総会、11月のアジア欧州会合第9
回首脳会合（ASEM９）といった国際会議
の機会を捉えた首脳・外相間の会談を通じ、
日本は欧州との関係強化を図った。
また、経済面においては、世界経済最大の
リスク要因であった欧州債務危機への対応策
として、欧州は、短期的な金融市場安定化へ
の対応に加え、財政同盟、銀行同盟及び経済
成長といった中長期的な構造的課題への対応
を進めてきた。日本としても、欧州金融安定
ファシリティー（EFSF）債と欧州安定メカ
ニズム（ESM）債を継続的に購入したり、
IMFの資金基盤強化にいち早く貢献を表明
して合意形成につなげるなど、積極的な支援
を行ってきた。
さらに、文化などの幅広い分野においても
市民交流を通じて、日欧間の緊密な関係が維
持されている。
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各　論

	 1	 欧州地域情勢

（1）欧州連合（EU）

EUは、27加盟国、約5億250万人の人口、
約17兆5,522億米ドルのGDPを擁する巨大な
政治・経済統合体である。
2012年においても、欧州債務危機の克服
が引き続きEUの優先課題であったが、経
済・財政面における統合の深化に向けた努力
も引き続きなされている。同時に、統合の拡
大についても進展が見られ、セルビアがEU
新規加盟候補国となった。欧州統合の深化と
拡大に向けたEU発足当初からの一貫した
EUの努力は、国際的にも改めて評価され、
過去60年以上にわたる欧州と世界の平和と
和解、民主主義、人権促進に貢献したとし
て、2012年ノーベル平和賞を受賞した。
外交面では、ミャンマーにおいて民主化に

向けた改革に大きな進展が見られたことを受
け、EUは、武器禁輸措置を除き、これまで継
続してきた制裁を解除し、同国との協力の強
化を図っている。イランについては、EU3+31

の枠組みによる対話を進めつつ、イラン産原
油の禁輸措置を含めた制裁を強化するなど核
開発計画放棄に向けた圧力を強めている。反
政府勢力に対する当局による弾圧が続くシリ
アに関しては、制裁措置を強化するとともに
シリアや近隣国の市民への人道支援を継続し
た。国際的な人道支援活動、平和維持活動や
平和構築のための戦闘任務の実施を含むEU
の共通安全保障防衛政策（CSDP）に関して
は、ソマリア海賊対策関連のものを含め、ア
フリカ地域において複数の新規CSDPミッショ

ンが立ち上げられた。同時に、加盟国が文
民・防衛の両分野におけるCSDPの能力構築
のため一層協力し、厳しい財政状況の中でも
CSDPの実効性の向上に引き続き取り組んで
いくことが12月の欧州理事会で確認された。
経済面では、年初に財政規律強化のための

「財政協定条約」の署名、ギリシャ第二次支援
の合意などがなされたが、ギリシャ総選挙を
めぐる政情不安定化、スペインの銀行不良債
権問題の表面化などにより、周縁国の国債金
利が高騰し、夏にかけて再度危機が深刻化し
た。EUは、危機に瀕した国への支援条件の調
整に尽力する一方、中長期的な統合深化に向
けた議論を加速し、6月の欧州理事会で経済通
貨同盟の完成に向けた政治的合意を示すとと
もに、「成長・雇用協定」の策定により、競争
力強化のための取組などに合意した。その後、
9月の欧州中央銀行（ECB）による国債無制限
買取りの枠組み導入の発表、10月のESMの稼
働などを受け、市場は落ち着きを取り戻した。
12月には、懸案となっていた新たなギリシャ
支援策が合意された。また、紆

う

余
よ

曲折をたど
りつつも、欧州単一監督メカニズム創設法案
の枠組みの策定、財政協定条約の発効など、
統合深化に向けた取組が進展している。
厳しい経済情勢により、2014年から2020
年までのEU予算に関する多年度財政枠組み
についての議論は難航し、加盟国の立場の相
違により、合意は翌年に持ち越されることと
なった。

1	 イランの核問題に関するEU3か国（英国、フランス、ドイツ）と、米国、中国、ロシア3か国を合わせた6か国による対話の枠組み。

77外交青書 2013

第４節欧　州

第
２
章



日本との関係では、2011年5月に行われた
日・EU定期首脳協議（於：ベルギー・ブ
リュッセル）における首脳間の合意を踏ま
え、日EU・EPAや政治分野などに関する協
定について、交渉の大枠を定める作業が進め
られており、同作業は成功裏に終了した。野
田総理大臣は、5月のG8サミット（於：米
国・キャンプデービッド）、11月のASEM９
（於：ラオス・ビエンチャン）の際に、ファ
ン＝ロンパイ欧州理事会議長及びバローゾ欧
州委員会委員長との間で首脳会談を実施し、
欧州債務危機、東アジア、イラン、ミャン
マー情勢などについて意見交換を行うととも
に、EU首脳に対し、両協定の早期交渉開始

を直接働きかけた。11月には、EU外務理事
会が、両協定に関する欧州委員会と欧州対外
活動庁の交渉権限を承認し、日・EU間の交
渉開始に向けた環境が整うこととなった。

（2）英国

保守党と自民党の連立によるキャメロン政
権は、財政再建と経済成長を最重要課題とし
て取り組んでいるが、最近では、歳出削減の
具体的な「痛み」への反発も見られるように
なり、野党労働党が支持率で上回る状況が固
定化している。
外交面では、英国がユーロ非加盟国である
こともあり、ユーロ加盟国を発端とする債務
危機の拡大を受けて、国内で欧州懐疑派の動
きが顕在化しており、対EU政策をめぐり、
連立与党間や保守党内でも足並みが乱れる場
面が生じている。このような動きは今後の政
権運営や欧州及び国際社会における英国の地
位にも影響し得ることから、英国の対EU政
策の動向が注目されている。
日本との関係では、両国関係は引き続き緊
密である。特に、2012年は、両国間の友好・
協力関係を深める多くの行事が行われた。4
月にはキャメロン首相が訪日し、野田総理大
臣と首脳会談を実施した。その際、両首脳
は、「共同声明～世界の繁栄と安全保障を先

導する戦略的パートナーシップ～」を発表し
た。この共同声明では、外相戦略対話の立ち
上げ、防衛装備品の共同開発、原子力やサイ
バー分野での協力推進が確認された。10月
には、玄葉外務大臣が英国を訪問し、ヘーグ
外相との間で第1回日英外相戦略対話を実施
した。この対話では、アジア太平洋や中東の

日・EU 首脳会談に臨む野田総理大臣（右）、ファン＝ロンパイ欧州理事
会議長（左から 2 番目）及びバローゾ欧州委員会委員長（左）（11 月 
5 日、ラオス・ビエンチャン　写真提供：内閣広報室）

著作権の関係上表示できません

天皇皇后両陛下をお迎えになるエリザベス女王陛下
（5 月 18 日、ロンドン　写真提供：PANA）
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地域情勢、日EU・EPA、サイバー空間など
について幅広い意見交換を行った。
5月には、エリザベス2世女王陛下御即位
60周年記念行事御出席のため、天皇皇后両

陛下が英国を御訪問になった。また、夏には
ロンドンでオリンピック・パラリンピックが
開催され、多くの日本人が英国に親しみを持
つ機会となった。

（3）フランス

4月から5月にかけて実施された大統領選
挙では、社会党のオランド候補が国民運動連
合のサルコジ候補に勝利し、政権が交代し
た。サルコジ前大統領の財政緊縮を中心とす
る欧州債務危機への対応が国内的に不人気で
あったのに対し、オランド政権で任命された
エロー首相は、経済成長や雇用創出に重点を
置きながらも、歳出削減や富裕層への課税な
どにより財政均衡を目指す現実的な社会民主
主義路線を採っている。しかし、その後もフ
ランスの経済状況は改善せず、失業者数も増
加しており、政権への支持率は低迷傾向にあ
る。
外交面では、政権交代に当たり、EU内で
緊縮財政を主導するドイツとの関係が懸念さ
れていたが、オランド大統領は、就任当日に
ドイツを訪問し、仏独関係重視の姿勢を内外
に示した。両国は、引き続き連携しながら
EUにおける中心的な役割を担っている。ま
た、オランド政権は、人権や民主主義といっ
た価値を重視する外交を展開しており、フラ
ンスと歴史的関係の深いシリアやマリにおけ
る危機への対応についても、積極的に主導的

役割を果たしている。
日本との関係では、5月のG8サミットの
際、野田総理大臣とオランド大統領との間で
首脳会談が実施された。また、10月には玄
葉外務大臣がフランスを訪問し、ファビウス
外相との間で第2回日仏外相戦略対話を実施
した。この対話では、地球規模課題や地域情
勢について意見交換を行ったほか、2013年
のオランド大統領訪日を念頭に、政治・安全
保障、経済、文化の3本柱を軸に、今後の具
体的協力内容につき議論を進めていくことで
一致した。

（4）ドイツ

ドイツでは、2012年2月、ヴルフ大統領が、
ニーダーザクセン州首相時代に企業からの不
適切な経済的利益供与を受けていたとの報道
を受けて、辞任し、同3月にガウク新大統領
が選出され、就任した。

キリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）
と自由民主党（FDP）から成る連立政権は、
メルケル首相に対する国民の人気にも支えら
れた政権運営を行っているが、FDPの支持
率に陰りが見られる。脱原発の流れを受けて

第 2 回日仏外相戦略対話に臨む玄葉外務大臣（右）とファビウス外相
（10 月 16 日、パリ）
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第3党の立場を確実なものとした緑の党の去
就を含めて、2013年秋に予定されている連
邦議会選挙に向けた今後の選挙戦が注目され
る。欧州債務危機への対応において、EU最
大の経済力を擁し、重要な役割を果たしてい
るドイツでは、「ドイツの欧州か」、「欧州の
ドイツか」という外交方針の根本的問題が浮
き彫りになっており、欧州債務危機は内政上
の最大の論点となっている。
また、福島第一原発事故後に制定された脱
原発政策に従い、2022年までの原発の段階
的廃止に向けて、再生可能エネルギー比率を
2020年までに35％に引き上げる計画であり、
送電網の拡充、蓄電技術の開発、エネルギー

効率化などが今後の課題となっている。
外交面では、ドイツは、2011/2012年の国
連安保理非常任理事国として、アルカイダ／
タリバン制裁委員会議長や児童と武力紛争の
作業部会議長を務め、これらの分野における
貢献を果たした。
日本との関係では、7月にはヴェスター
ヴェレ外相がアフガニスタン東京会合に出席
するために訪日したほか、10月には玄葉外
務大臣が訪独した。その際、両外相間でアジ
ア・太平洋の地域情勢、日EU・EPA及び中
東情勢等に関し幅広い意見交換を行ったほ
か、今後様々なレベルでより頻繁な協議を
行っていくことで一致した。

（5）イタリア

モンティ政権は、前年末に打ち出した緊急
経済対策に続き、2012年初頭から、脱税対
策、自由化、労働市場改革などに焦点を当て
た法律を数多く成立させ、国際社会における
信用回復に取り組んだ。一方、12月に、モ
ンティ政権を支持してきた議会第一党の自由
国民党（中道右派）が信任投票において棄権
するなどの動きを見せたことを受け、モン
ティ首相は、経済安定化法及び2013年度予

算の成立後、正式に辞意を表明した。これを
受けて、ナポリターノ大統領が議会を解散し
たことに伴い、2013年2月24、25日に次期
総選挙が行われることが決定した。
日本との関係では、3月に、モンティ首相
が訪日し、野田総理大臣との間で実施された
首脳会談において、経済連携や経済成長に向
けた協力を行うことで一致した。

（6）G8以外の欧州地域の情勢、日本との関係

スペインでは、ラホイ政権が厳しい緊縮財
政・構造改革に取り組んでいるが、財政赤字
削減目標の達成は難しい見通しとなってい
る。若者の失業率が50％を超すなど経済状
況が悪化する中、緊縮策に抗議する大規模な
ゼネストも発生しており、政権支持率は低下
している。金融システムについては、EFSF
やESMを通じた支援を受け、その安定化が
図られる一方、財政面では、地方政府の赤字

が深刻化し、中央政府に対する緊急支援要請
が相次いだ。このような状況下で、スペイン
政府がEUに対して国家財政への支援要請も
行うのかどうかが注目されている。
ポルトガルでも、コエーリョ政権が、トロ
イカ（EU、ECB、IMF）との合意の下、金
融支援の条件である厳しい緊縮財政・構造改
革に取り組んでおり、トロイカからも肯定的
な評価を受けている。一方で、相次ぐ緊縮策
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に対する抗議デモやゼネストが国内で発生
し、与党社会民主党の支持率は、野党社会党
を下回る状態となっている。
アイルランドでも、ケニー政権が、引き続
き厳しい財政・銀行再建策に取り組んでお
り、国際的な評価を受けている。消費は低迷
し、失業率は高止まりしているが、比較的安
定した政権支持率を背景に、トロイカの財政
支援プログラムが着実に実施されている。
ギリシャでは、トロイカによる第2次支援
が3月に決定されたことを受け、パパディモ
ス元欧州中央銀行副総裁を首相とする内閣
は、発足時の与党合意のとおり、その役割を
終え、総辞職し、5月に総選挙が実施された。
トロイカから求められた緊縮財政への反発が
大きくなる中で実施された同選挙の結果、ト
ロイカと第2次支援をまとめ、緊縮財政を維
持しようとした与党が大きく議席を減らし、
連立交渉が調わずに、6月に再選挙が行われ
ることとなった。再選挙では、旧与党側も路
線を修正し、緊縮財政についてトロイカと再
交渉をするとして選挙戦に臨み、「新民主主
義」のサマラス党首を首班とし、「全ギリ
シャ社会主義運動」、「民主左派」の3党から
成る連立政権が誕生した。
同政権は融資支払を停止し、財政再建路線
の維持を求めるトロイカ側とこれに反発する
国内世論との間で微妙なかじ取りを求められ
たが、11月には新たな財政再建策について
議会の承認を得ることに成功し、これを受け
てユーログループも財政再建期間の延長を含
む新たな支援策に合意した。12月には自国
債買い戻しに成功し、ユーログループの融資
支払も再開され、情勢の一定の安定化に結び
付いた。
オランダでは、4月に、ルッテ内閣が、追
加的財政削減策に対する自由党の閣外協力を
得られず、総辞職した。9月に実施された総

選挙の結果、11月に第二次ルッテ内閣（自
由民主国民党・労働党）が成立した。
ベルギーからは、6月に、フィリップ皇太
子同妃両殿下が、300人に上る経済ミッショ
ンを率いて訪日され、皇室との交流や経済界
との連携を深められた。また、同行したレン
デルス副首相兼外相は、玄葉外務大臣と会談
し、両外相は経済関係を中心に二国間関係を
強化することで一致した。
ルクセンブルクについては、10月に、ギ
ヨーム皇太子殿下の婚礼式典のため、皇太子
殿下がルクセンブルクを御訪問になった。ま
た、同月、IMF・世界銀行年次総会出席のた
めユンカー首相が訪日し、野田総理大臣と首
脳会談を行い、欧州債務危機、日・EU経済
などについて幅広く意見交換を行った。
ノルウェーからは、11月にストルテンベ
ルグ首相が公式実務訪問賓客として訪日し、
野田総理大臣と会談した。両首脳は、ワーキ
ングホリデー制度の導入、船舶検査や極地研
究における具体的な協力の進展を歓迎すると
ともに、近年重要性の高まっている北極圏に
おける協力などを強化することで一致した。
ウクライナでは、10月に最高会議選挙が
行われ、ヤヌコーヴィチ大統領及びアザーロ
フ首相の地域党が第一党を維持し、引き続
き、政権運営を担っている。対ロシアガス契
約における権限逸脱などの容疑により逮捕・
訴追中のティモシェンコ前首相の動向に注目
が集まったが、最高会議選挙への出馬は認め
られず、欧米諸国を中心に批判の声が挙がっ
た。2012年は日・ウクライナ外交関係樹立
20周年であることもあり、要人往来が活発
化した。また、原発事故を経験した両国がそ
の後の対応において協力することを目的とし
て、5月に原発事故後協力協定を締結し、7
月には同協定に基づく第1回協力合同委員会
が東京にて開催された。9月の国連総会の機
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会に行われた日・ウクライナ外相会談におい
ては、同協定に基づき具体的協力が進んでい
ることを共に歓迎するとともに、両国政府で
対話を維持していくことで一致した。なお、
同様の協定はベラルーシとの間でも12月に
締結された。
西バルカンでは、ボスニア・ヘルツェゴビ
ナやコソボで民族問題の解決が依然として課
題となっているものの、各国ともEU加盟に
向けた改革に取り組むなど、全体としては、
安定と発展に向けた進展が見られる。クロア
チアは1月にEU加盟に関する国民投票で国
民の6割以上がこれに賛成し、3月には議会
が加盟条約を批准した。今後、EU全加盟国
による加盟条約の批准手続の後、同国は、
2013年7月にEUに正式加盟する予定となっ
ている。モンテネグロは6月にEU加盟交渉
を開始した。セルビアはEUが促進する対話
枠組みを通じたコソボとの関係の進展などが
評価され、3月にEU加盟候補国となった。
10月からは、同対話の枠組みの中で、EU外
務・安全保障政策上級代表が主催してサチ・
コソボ首相とダチッチ・セルビア首相との会
談が実施されている。また、コソボは、同国

を承認している数少ないアジア諸国の一つで
ある日本との関係を重視しており、6月にサ
チ首相がコソボ首相として初めて訪日した。
EU加盟候補国であるマケドニア旧ユーゴス
ラビア共和国ではグルエフスキー首相の安定
した政権運営の下、NATO及びEUへの加盟
に向け、国内改革や近隣諸国との対話を続け
ている。ボスニア・ヘルツェゴビナでは、2
月に発足したベバンダ新政権の下、EU及び
NATOへの加盟に向け、各種改革に取り組
んでいる。アルバニアは、内政における与野
党の対立が落ち着き、EU加盟を目指した国
内改革を進めている。

（7）ヴィシェグラード4か国（V4）、GUAMとの協力

日本は、ヴィシェグラード4か国（ポーラ
ンド、チェコ、スロバキア、ハンガリー）と
の間で対話や協力を進めてきたが、4月に「V4
＋日本」エネルギー効率化・再生可能エネル
ギー及び原子力分野に関するワークショップ
が行われるなど、日本とV4との関係は、一層
深化している。6月にスロバキア大統領と共
に訪問したスロバキア外相との間でも、日本
とV4との関係強化の方針を確認した。
また、日本は、GUAM地域（グルジア、
ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバ）

の民主化と市場経済化を支援するため、
「GUAM＋日本」の枠組みで対話と協力を進
めている。この枠組みの下での協力として、
特に観光分野では、GUAMは、日本からの
支援を生かし、日本人観光客の積極的な誘致
活動を実施している。GUAM側はエネルギー
や交通インフラの分野でも日本の最先端技術
に関心を持っており、日本もこれに応えて
GUAM政府関係者を招いたエネルギー安全
保障ワークショップや運輸セミナーを開催す
るなどの協力を行っている。

ソフィア第 18 総合学校日本語クラスを訪問する山根外務副大臣（左）
（５月 4 日・ブルガリア・ソフィア）
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主な動き（各国別）

エストニア

ベラルーシ

ウクライナ

モルドバ

ラトビア

リトアニア

スロバキア
ハンガリー

セルビア

ブルガリア

ルーマニア

キプロス

アルバニア マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国

ギリシャ

マルタ

コソボ

モンテネグロ

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

クロアチア

モナコ
スロベニア

イタリア

スペイン

ポルトガル

スイス

アンドラ サンマリノ
バチカン

オーストリア
リヒテンシュタイン

ルクセンブルク

ベルギー
フランス

ドイツ
チェコ

ポーランド

オランダ
デンマーク

ノルウェー

アイスランド

英国

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

サンマリノ ・大評議会選挙（11月）の結果、ヴァレンティーニ内閣（中道・中道左派）が発足
（12月）

アイスランド ・グリムソン大統領が再選（6月）
フィンランド ・ニーニスト大統領が当選（2月）
リトアニア ・議会総選挙（10月）の結果、ブトケビチュウス首相率いる4党連立内閣（中道左

派）に政権交代（12月）
キプロス ・EU議長国に就任（2012年後半）
スイス ・2011年の総選挙を受けて、外相及び内相が交代した新内閣が発足（1月）
スロバキア ・2012年3月に繰上げ総選挙が実施され、「方向」（SMER）が勝利。ロベルト・フィ

ツォ同党党首を首相とする単独政権が成立（4月）
スロベニア ・2011年の総選挙を受けて、ヤンシア首相率いる新政権が発足（12月）

・大統領選挙の結果、パホル前首相が大統領に就任（12月）
ベラルーシ ・ロシア及びカザフスタンとの「統一経済圏」発足（1月）

・野党大統領選挙候補者アンドレイ・サンニコフ氏の釈放（4月）
・ベラルーシ下院選挙の実施（9月）

モルドバ ・大統領選挙でティモフティ大統領を選出（3月）
モンテネグロ ・WTO加盟（4月）

・議会選挙（10月）後の連立協議の結果、社会主義者民主党のジュカノビッチ党首
（元首相）を首相とする連立内閣（社会主義者民主党・社会民主党が中心）が発足
（12月）

リヒテンシュタイン ・チュッチャー首相は、現任期（2013年2月）満了時の政界引退を表明（5月）
・リヒテンシュタイン公爵家が憲法上有する国民投票の結果に対する拒否権の廃止を
求める国民イニシアチブが投票に付されたが、反対多数で否決（賛成23.9％、反
対76.1％）（6月29日及び7月1日）

ルーマニア ・大統領罷免の是非を問う国民投票の実施（規定有効投票数未満のため無効、7月）
・議会選挙の実施（12月）

コソボ ・コソボの国際文民事務所（ICO）による監視下の独立終了（9月）
セルビア ・大統領選挙で野党セルビア進歩党のニコリッチ党首を大統領に選任（5月）
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	 2	 欧州地域機関との協力

（1）北大西洋条約機構（NATO）との協力

冷戦後の安全保障環境が変容する中で、
NATOは、国際社会の平和と安定のための
取組として、国際治安支援部隊（ISAF）に
よるアフガニスタンでの活動や、ソマリア沖
での海賊対策の活動などをNATOの域外に
おいて行っている。また、NATOは新戦略
概念及び新パートナーシップ政策の下で域外
のパートナー国との関係強化を図っている。
このような動きを受け、5月のNATOシカゴ
首脳会合の際に開催されたアフガニスタンに
関する会合には、日本からも玄葉外務大臣が
出席した。
日本とNATOは、基本的価値及びグロー
バルな安全保障上の課題の解決に向けた責任
を共有するパートナーであり、政治的協議及
び具体的な協力を着実に進展させている。12
月のNATO外相会合においては、日本など

の働きかけを受け、北朝鮮のミサイル発射を
非難する北大西洋理事会声明が発出された。
アフガニスタンでは、多くの日・NATO
協力が実施されており、日本が草の根・人間
の安全保障無償資金協力を通じて非政府組織
（NGO）などを支援する枠組みにより、16の
地方復興チーム（PRT）と連携して135事業
が実施されている（2012年12月現在）。また、
日本は、NATOのアフガニスタン国軍
（ANA）支援信託基金を通じ、アフガニスタ
ンの治安維持を担うアフガニスタン国軍の医
療や教育に関する活動も支援している。
その他のNATOとの協力として、NATO
平和のためのパートナーシップ（PfP）信託
基金への拠出を通じ、グルジアにおける爆発
物処理チームの教育・訓練プロジェクトの支
援などを行っている。

（2）欧州安全保障協力機構（OSCE）との協力

OSCEは、北米、欧州、中央アジアの57
か国が加盟する世界最大の地域安全保障機構
である。日本は、1992年から「協力のため
のパートナー」として参加している。2012
年も、OSCEの下部組織である民主制度・人
権事務所（ODIHR）がウクライナ、グルジ

アなどに選挙監視ミッションを派遣した際、
日本からも要員を派遣し、人的貢献を行って
いる。また、12月の外相理事会（於：アイ
ルランド）には榛葉外務副大臣が出席し、日
本の外交政策について発言した。

（3）欧州評議会（CoE）との協力

CoEは、47か国が加盟する欧州の地域機構
であり、民主主義、人権、法の支配の分野で、
国際社会の基準策定に重要な役割を果たして
いる。日本は、アジアで唯一のオブザーバー
国として、様々な会合に積極的に参加してお

り、6月に開催された「サイバー犯罪対策の
ための協力に関するオクトパス会議」（於：フ
ランス・ストラスブール）に対する支援も
行ったほか、日・CoE協力の拡大のため、
CoEからサイバー犯罪課長を招へいした。
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欧州の主要な枠組み

OSCE協力のためのパートナー（11）

・協力のための地中海パートナー
モロッコ エジプト アルジェリア
ヨルダン イスラエル チュニジア

EU（27）

CIS（10）

EFTA（4）

メキシコ

リヒテンシュタイン

サンマリノ　アンドラ　モナコ

ノルウェー
アイスランド○ スイス

トルコ○
クロアチア○※3

アルバニア

スロベニア☆
フランス☆
ドイツ☆
ベルギー☆
オランダ☆
ルクセンブルク☆
イタリア☆
ギリシャ☆
スペイン☆
ポルトガル☆
スロバキア☆
エストニア☆

リトアニア
ラトビア
英国
チェコ
ハンガリー
ポーランド
デンマーク
ブルガリア
ルーマニア

アイルランド☆
オーストリア☆
フィンランド☆
マルタ☆

キプロス☆

スウェーデン セルビア○　　マケドニア○
ボスニア・ヘルツェゴビナ

モンテネグロ○

グルジア※2

ロシア

アルメニア

ベラルーシ
カザフスタン
キルギス
タジキスタン

ウクライナ
アゼルバイジャン
モルドバ

トルクメニスタン※1

ウズベキスタン

バチカン

米国
カナダ

（  ）内は参加国数

OSCE（57）

EEA（30）

NATO
（28）

CoE（47）

CoEオブザーバー
（5）

〈凡例〉
○：EU加盟候補国（6）
☆：ユーロ参加国（17）
　：NATO加盟のための行動計画（MAP）参加国（3）

※1　トルクメニスタンは2005年よりCIS準加盟国。
※2　グルジアは、2008年8月18日にCISからの脱退を表明。09年8月18日に正式に脱退。
※3　クロアチアは、2013年7月1日からEUへ加盟予定。

〈略語解説〉
CoE（Council of Europe）：欧州評議会（47）
CIS（Commonwealth of Independent States）：独立国家共同体（10）
CSTO（Collective Security Treaty Organization）：集団安全保障条約機構（6）
EEA（European Economic Area）：欧州経済領域（30）
EFTA（European Free Trade Association）：欧州自由貿易連合（4）
EU（European Union）：欧州連合（27）
NATO（North Atlantic Treaty Organization）：北大西洋条約機構（28）
OSCE（Organization for Security and Co-operation in Europe）：欧州安全保障協力機構（57）

CSTO（6）

・協力のためのアジアパートナー
韓国 タイ
日本 アフガニスタン オーストラリア コソボ

モンゴル
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